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将来、詐欺や
悪徳商法に
あわないか
心配だな

親が詐欺などに
あわないように
見守りたい

親が認知症になったら
入院や介護の費用などは
誰が支払うの？

親が認知症になっても
本人のお金を代わりに
引き出せたら便利だな

人 生 100年

親世代 子供世代

認知症になったら、
入院や介護の費用などの
支払いはできるの？

長生き時代 だからこそ

こんなお悩みは　ございませんか？

認知症になったら
お金の管理
どうなるの？

こんなお悩みはございませんか？
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3

あしぎん財産管理信託「信頼のたすき」3つの機能

4

お元気なうちは

手続代理人さま

体力や判断能力が
低下したら

同意者さま

（任意設定）

委託者さま

お客さま ご家族さま等

「信頼のたすき」
なら、解決できるかもしれません！

あしぎん財産管理信託

お客さまからお預かりしたご資金の管理を、「信頼」できる方に
「たすき」をつなぐように引き継ぐことができるサービスです。

1
ねんきん受取機能

2
まかせる支払機能

3
防犯あんしん機能

支払いのサイクルや
金額等をご指定いただき、
年金のように
定期的にご資金を受け取れます。
お元気なうちは、必要な時に
まとめて払戻しを行うことも
可能です。

認知症等でお金の払戻しが
難しくなってしまったら、
あらかじめ指定した

手続代理人（ご家族等）が
代わりに払戻し
いただけます。

詐欺被害や悪徳商法にあわないように、
あらかじめ指定した同意者の同意がなければ
払戻しできないよう設定いただけます。

●
1月

受取金

●
2月

年金

●
3月

受取金

●
5月

受取金

●
4月

年金

手続代理人さま

払戻し

1
ねんきん受取機能

2
まかせる支払機能

3
防犯あんしん機能

同意 同意

2
まかせる支払機能
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5

あしぎん財産管理信託「信頼のたすき」の概要 契約からお受取りまでの流れ

6

信託期間

信託金額

信託報酬

手続代理人

同意者

期間の定めなし
( 委託者が死亡した場合のほか、約款で定める
信託の終了事由に該当した場合終了する。)

・新規申込時…300 万円以上1万円単位
・追加信託時…100 万円以上1万円単位

 申込金額の1.1％（上限金額 1,100,000 円）

1,100 円 / 月

1,100 円 / 回

当行とお取引のある 4 親等内の親族から 2 名まで指定可能※ 3

当行とお取引のある 4 親等内の親族から最大 3 名まで指定可能

※ 1 　4 月から翌年 3 月までの月額報酬を、信託財産から一括してお支払いいただきます。
※ 2 　手続代理人からの請求による払戻しの都度、信託財産からお支払いいただきます。
※ 3 　弁護士・司法書士・税理士からのご指定も可能です。

ご準備いただくもの

ご準備いただくもの

●信託いただく資金　●お客さま（委託者さま）の本人確認資料
●お客さま（委託者さま）の当行お届出印

●請求書、領収書等　●手続代理人さまの本人確認資料
●手続代理人さまの当行お届出印

ご契約

お支払い（まかせる支払機能の場合）

※他のお支払い方法につきましてはP9～商品概要説明書をご覧ください。

信託契約信託契約

金銭の信託金銭の信託

（手続代理人さま等の指定）（手続代理人さま等の指定）

請求書等の
ご提出
請求書等の
ご提出

金銭の払戻し金銭の払戻し

お客さま（委託者さま）

手続代理人さま

設定時報酬
(税込み )

管理報酬※1
( 税込み )

財産交付時報酬※2
( 税込み )
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Q＆A

8

お申込時

財産管理信託とは何ですか？

財産管理信託とは、お客さま（委託
者さま）から当行（受託者）に信託
された財産について、管理を任せる
仕組みです。

Q1

A1

成年後見制度と何が違います
か？

認知症等の理由で判断能力が不十
分な方を保護し、「財産の管理」「協
議」「契約」の支援を行うのが成年
後見制度です。本サービスでは、「財
産の管理」についてのみ支援を行
います。

Q2

A2

どのような財産を信託できま
すか？

対象の財産は金銭のみです。

Q3

A3

申込みは誰でもできますか？

お申込みができるのは、日本国内に
住所を有し、お申込時に１８歳以上
で行為能力・意思能力があり、後見
人等の代理人を必要としない方で
す。なお、お申込みは、お一人さま
１契約となります。

Q4

A4

手続代理人は誰でも指定でき
ますか？

手続代理人さまは当行とお取引のある
４親等内の親族または弁護士・司法
書士・税理士からご指定ください。

Q5

A5

手続代理人や同意者も商品に
ついて説明を聞く必要があり
ますか？

手続代理人さま及び同意者さまにも
商品についてご説明させていただき
ます。

Q6

A6

通帳、証書は発行されますか？

通帳、証書は発行されません。ご契
約後に「ご契約の明細」をお送りし
ますので、大切に保管してください。

Q7

A7

申込時の留意事項はありますか？

お申込金額は３００万円以上、１万円
単位です。また信託契約時に、信託
財産の１．１％（上限１１０万円（税込み））
を設定時報酬としていただきます。ま
た管理報酬（月額１，１００円（税込み））、
財産交付時報酬（手続代理人さまか
らの依頼による支払いの都度１，１００
円（税込み）（ご利用された場合のみ））
をいただきます。

Q8

A8

追加信託はできますか？

可能です。なお、追加信託につい
ても、信託金額の１．１%（税込み）
の設定時報酬が必要です。

Q9

A9

元本保証ですか？

元本保証です。また預金保険制度の
対象（収益金は除く）となりますの
でご安心ください。

Q10

A10

中途解約（全部解約）はできます
か？

中途解約は可能です。ただし、お客
さま（委託者さま）からの申し出に
よるもののみとなります。ただし手
続代理人さまが就任した場合、お客
さま（委託者さま）による解約は一
切できません。

Q11

A11

手続代理人が業務開始後、
委託者より先に死亡した場合
どうなりますか？

承継手続代理人さまの指定がある場
合は、承継手続代理人さまが引き継
ぎます。指定が無い場合は、成年
後見制度のご利用等をご検討くださ
い。

Q12

A12

相続発生時に残っている信託
財産はどうなりますか？

お客さま（委託者兼受益者）の普通
預金口座へお戻しします。

Q13

A13

相続手続きは誰が行いますか？

ご相続人さまにて相続手続きを行っ
ていただきます。

Q14

A14

契約期間中 相続発生時

相続人が受取る資金は、相続
税の対象になりますか？

相続税の課税対象になります。な
お、税務上のお取扱いの詳細につい
ては、税理士や所轄税務署にご確認
ください。

Q15

A15
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9

商品概要説明書

10

1

2

3

4

商品名

対象者

信託の目的

信託の仕組み

あしぎん財産管理信託『信頼のたすき』

個人のお客さま（非居住者を除く）
なお、お客さま（委託者兼受益者）（以下、「委託者」といいます）お一人につき、1 契約とします。

委託者があらかじめ手続代理人を選任することで、以下（１）または（２）の場合に、手続代理人のご請
求により、当行（受託者）が委託者の必要なご資金を信託財産からお支払いし、委託者の財産を安心し
て管理いただくことを目的とします。

（１）ご自身の判断能力等に疑義を覚え、信託財産からの支払い指図権限を当行（受託者）への届け出
　　 をもって手続代理人に依頼された場合

（２）委託者が認知症等により意思能力を喪失された場合や公的介護保険制度による介護認定を受けた 
　　 場合

（１） 委託者から当行（受託者）に信託された信託財産について、利殖目的の他に、委託者にご指定い 
 　　ただく方法により金銭をお支払いすることを、お選びいただく商品（特約付合同運用指定金銭信
　　 託）です。

（２） 委託者にご指定いただく事項に従って、以下の方法でお支払いします。それぞれの具体的なお支 
 　　払い方法は、後記「信託金の支払い」をご参照ください。
① 委託者のご請求によるお支払い（一時払い）委託者のご請求に従い、信託財産から金銭をお支払

いします。
② ねんきん受取機能によるお支払い
 ・ ご指定月 15 日に、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。
 ・　「支払開始月・サイクル」、「1 回あたりのお支払い金額」、「当行（受託者）の普通預金口座」の

ご指定が必要です。
③ 防犯あんしん機能によるお支払い
 ・ 同意者（※ 1）の同意を得て、委託者のご請求に従い信託財産から金銭をお支払いします。
 ・　「同意者」のご指定が必要です。
④ まかせる支払機能によるお支払い

【年金型によるお支払い】
 ・ ご指定月 15 日に、ご指定の金額を信託財産からお支払いします。
 ・ あらかじめ、「手続代理人（※ 2）」、「1 回あたりのお支払い金額」、「当行（受託者）の普通預金

口座」のご指定と、「手続代理人の業務開始」が必要です。
【目的内随時型（同意者なし）によるお支払い】

 ・ 手続代理人のご請求に従い、信託財産から金銭（ただし、委託者の医療・介護・住居に関する費
用、税金、社会保険料のみ）をお支払いします。

 ・ あらかじめ、「手続代理人」のご指定が必要です。
【目的内随時型（同意者あり）によるお支払い】

 ・ 同意者（※ 1）の同意を得て、手続代理人のご請求に従い、信託財産から金銭（た
だし委託者の医療・介護・住居に関する費用、税金、社会保険料のみ）をお支払いします。

 ・ あらかじめ、「手続代理人」、「同意者」のご指定が必要です。
⑤ 任意後見制度を利用の場合（任意後見人に対するお支払い）
 ・ 委託者が別途選任した任意後見人が、任意後見監督人の選任後、当行（受託者）所定の手続きを

行っていただいた場合に限り、任意後見人は、委託者に代わり上記①一時払い、

5

6

7

8

9

10

信託期間

運用の
基本方針

入金方法

予定配当率

元本補てん
利益補足

預金保険
制度の適用

② ねんきん受取機能、③防犯あんしん機能をご利用いただけます。
 ・ なお、任意後見人の指定は委託者が締結する任意後見契約に従うため、あらかじめ当行（受託者）

　　 に指定をいただく必要はございません。
（※1）同意者
　　 委託者の「当行（受託者）とお取引のある 4 親等内の親族」の中から、最大三人までご指定くだ
　　 さい。なお、同意者が手続代理人として業務を開始する場合には、同意者の地位を失います。

（※2）手続代理人
　　 委託者「当行（受託者）とお取引のある、4 親等内の親族または弁護士・司法書士・税理士」の

 中から、手続代理人、承継手続代理人としてお二人までご指定いただけます。手続代理人の指定
 が終了された場合、承継手続代理人が手続代理人の地位を承継します。手続代理人の業務が終了

　　 しない限り、承継手続代理人は業務を行うことができません。

この信託は信託契約日に開始し、委託者が死亡した場合、または、あしぎん財産管理信託『信頼のたす
き』約款（以下、「約款」といいます）に定める事由が発生した場合に終了します。

信託された資金は、運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。

（１）信託設定方法
ご提出いただく「あしぎん財産管理信託『信頼のたすき』申込書兼機能届」により指定された信託
契約日に、信託を設定します。

（２）入金金額・単位
信託金は、300 万円以上 1 万円単位です。

（３）追加信託
追加信託は、100 万円以上 1 万円単位です。なお追加信託は、委託者または業務開始後の手続
代理人にしていただくことが可能です。

（１）金融情勢等を参考に、当行（受託者）が決定します。
（２）予定配当率は随時見直し、当行（受託者）が定める方法により表示します。

（１）本信託の元本に万一欠損が生じた場合には、信託終了時に当行（受託者）が完全に元本を補てん
します。ただし、当行（受託者）に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には、元本補て
んを履行できない場合があります。

（２）本信託に、利益補足契約は付加されていません。また、予定配当率も保証するものではありませ
ん。

本信託は預金保険制度の対象となります。
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運用等の報告

支払方法

（１）当行（受託者）は、分配する収益金の額について、年 2 回書面にて報告します。
（２）当行（受託者）は、信託契約終了時に、最終計算を記載した書面をお支払いします。
（３）信託財産の状況、信託財産と当行（受託者）、本信託の信託業務の委託先、当行（受託者）の利害

関係人またはほかの信託財産との取引の状況については、当行（受託者）担当者までお問い合わせ
ください。

元本のお支払い
（１）委託者のご請求によるお支払い（一時払い）

委託者のご請求に従い、当行（受託者）が「支払請求書」を受領した営業日を起算日として、3 ～
5 営業日後に信託財産から指定預金口座へ金銭をお支払いします。

（２）ねんきん受取機能によるお支払い
委託者から、「支払開始月・サイクル」、「1 回あたりのお支払い金額」、「当行（受託者）の普通預金
口座」をご指定いただくと、以下のとおり金銭をお支払いします。

【支払開始月・サイクル】
 ・ 支払開始月をご指定いただけます（ご指定されない場合には、信託契約日の属する月の翌月より開

始します）。なお、信託契約日から初回お支払い日まで 5 営業日に満たない場合には、翌月以降の
支払い月をご指定いただきます。

 ・ サイクルは、1・2・6・12 ヵ月毎からご選択いただき、該当月の 15 日（銀行休業日の場合には前
営業日）となります。

【１回あたりのお支払い金額】
　　 委託者よりご指定いただく金額（1 万円以上 1 万円単位）

【受取方法】
 ・ あらかじめご指定いただく委託者名義の当行（受託者）の普通預金口座への入金により、お受け取

りいただきます。
 ・ 1 回あたりのお支払い金額は、委託者からのお申し出により、上記【1 回あたりのお支払い金額】

の範囲内で変更することができます。
（３）防犯あんしん機能によるお支払い

委託者から、同意者のご指定をいただくと、都度、同意者の同意を条件に、委託者の請求に従い
信託財産から金銭をお支払いします。

（４）まかせる支払機能によるお支払い
① 年金型によるお支払い
 ・ 委託者から、「支払いサイクル」、「1 回あたりのお支払い金額」と「当行（受託者）の普通預金口

座」をご指定いただき、あらかじめご指定いただいた手続代理人が、当行（受託者）所定の手続き
により自ら手続代理人の業務を開始すると、以下のとおり金銭をお支払いします。

【支払いサイクル】
サイクルは、1・2・6・12 ヵ月毎からご選択いただき、該当月の 15 日（銀行休業日の場合には前営業
日）となります。

【１回あたりのお支払い金額】
委託者よりご指定いただく金額（1 万円以上 1 万円単位、上限は 30 万円）

【受取方法】
あらかじめ指定していただいた、委託者または手続代理人名義の当行（受託者）の普通預金口座への入
金により、お受け取りいただきます。
 ・ 受取開始は、委託者が指定する手続代理人が、当行（受託者）所定の手続きにより業務開始した

　　 日の翌月の 15 日になります。
 ・ 1 回あたりのお支払い金額は、委託者からのお申し出により、手続代理人業務開始前に限り、上記

 【１回あたりのお支払い金額】の範囲内で変更することができます。（手続代理人による変更はでき
ません。）

② 目的内随時型（同意者なし）によるお支払い
委託者から、あらかじめご指定いただいた手続代理人が、当行（受託者）所定の手続きのうえ自ら

収益金の支払
い・課税につ
いて

信託報酬

信託財産に関
する租税等

信託財産の
計算期間

 手続代理人の業務を開始すると、手続代理人のご請求により、当行（受託者）が「支払請求書」を
 受領した営業日を起算日として、3 ～ 5 営業日後に信託財産から指定預金口座へ金銭をお支払い

　　 します。
③ 目的内随時型（同意者あり）によるお支払い

委託者から、あらかじめご指定いただいた手続代理人と同意者が、当行（受託者）所定の手続きに
より手続代理人と同意者の業務を開始すると、都度、同意者の同意を条件に、手続代理人のご請
求に従い、当行（受託者）が「支払請求書」を受領した営業日を起算日として、3 ～ 5 営業日後に
信託財産から指定預金口座へ金銭をお支払いします。

（５）任意後見制度を利用の場合（任意後見人に対するお支払い）
当行（受託者）所定の手続きにより任意後見人である旨の届出をいただき、任意後見人が、委託者
に代わり上記（１）一時払い、（２）ねんきん受取機能、（３）防犯あんしん機能をご利用いただくこ
とで、当行（受託者）は金銭をお支払いします。

（１）信託の収益金については、本信託の「計算期日」の翌日以降（ただし、当該計算期日が本信託の約
款に定める「信託分割基準日」である場合には当日）に金銭でお支払いします。なお最終支払い以
外の場合は、当該収益金を信託金の元本に組み入れます。

（２）信託の収益金については、20％の源泉分離課税（所得税 15％、住民税 5％）となります。なお、
2013 年 1月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの 25 年間は、2.1％の復興特別所得税が付加さ
れることにより、20.315％の源泉分離課税（所得税 15.315％、住民税 5％）となります。

（１）設定時信託報酬
信託契約時に、信託財産額の 1.1％（ただし、上限 1,100,000 円、税込み）をいただきます。

（２）追加信託時報酬
追加信託契約時に、信託財産額の 1.1％（ただし、上限 1,100,000 円、税込み）をいただきます。

（３）管理信託報酬
① 月額管理信託報酬（月額 1,100 円、税込み）

毎年 3 月 31 日にご契約がある場合、翌月 4 月 20 日（20 日が銀行休業日の場合には翌営業日）　
に、4 月から翌年 3 月までの月額報酬を、信託財産から一括してお支払いいただきます。なお、信
託契約の成立日が属する月の翌月から、最初に到来する 3 月までの報酬については、月割で計算
した月額報酬を一括してお支払いいただきます。

② 信託財産交付管理信託報酬
手続代理人からの依頼による支払いの都度、1 回につき 1,100 円（税込み）を、信託財産の中か
らいただきます。

（４）運用報酬
① 毎年 3 月および 9 月の各末日に、運用収益の中からいただきます。
② 信託報酬額は、運用収益から信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金総額等

を差し引いた金額とします。
（５）振込手数料

無料

信託財産に関する租税、その他の信託事務の処理等に関して必要な費用は、都度、信託財産から支払い
ます。

（１）本信託は、毎年 3 月および 9 月の各末日を「計算期日」とし、前回計算期日の翌日から当該「計算
期日」までの期間を計算期間とします。

（２）なお、最初の計算期間は、信託設定日から最初の「計算期日」までの期間とします。
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（１）委託者が死亡した場合。（委託者の死亡による信託終了の場合、信託終了から委託者の指定預金口
座へ金銭をお支払いするまでの間付利されます。）

（２）委託者が信託報酬を支払わない場合、または信託財産が信託報酬の支払に不足する場合。
（３）委託者の成年後見人または任意後見人が、当行（受託者）所定の書式で本信託の終了を申し出た

場合。
（４）上記（１）から（３）のほか、本信託の約款において終了事由と定める事由が生じた場合。

（１）やむを得ない事情により、信託金全部の解約申し出があった場合には、中途解約に応じ、委託者
に信託金をお支払いすることがあります。その場合、当行（受託者）所定の書類のご提出を求める
ことがあります。

（２）手続代理人は中途解約はできません。
（３）手続代理人から委託者の認知症診断書等が提出された場合、委託者による解約は一切できません。
（４）解約手数料はありません。

（１）当行（受託者）は、必要と認めた場合、信託業務の全部または一部を第三者に委託することができ
ます。

（２）委託者・受益者保護に支障が生ずることがないものとして法令に定める場合に該当する場合、信託
業務の全部または一部を当行（受託者）の利害関係人に委託することができます。

当行（受託者）は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障が生ずるこ
とがないものとして法令に定める場合に、当行（受託者）の銀行勘定、当行（受託者）を受託者とする他
の信託の信託財産、当行（受託者）の利害関係人または委託先もしくはその利害関係人との間で預金取
引等を行うことができます。

（１）本信託の商品内容詳細は約款に記載されていますので、ご確認ください。
（２）本信託では、マル優のお取扱いはできません。
（３）本信託では、通帳、証書等は発行しません。

お取引内容については信託金の入出金時に送付する「入出金明細表」、年 2 回（4 月・10 月）に送
付する「ご契約の明細」をご確認ください。

（４）本信託の受益権については、いかなる場合にも、他人に譲渡することや、質入れなど担保に供する
ことはできません。

（５）まかせる支払機能（目的内随時型）の請求について、当行（受託者）は、提出された領収書等の
真正さおよび内容の真実性もしくは払戻しされた信託金が委託者のために使われたものか等を確
認、調査する義務は負いません。そのため、当行（受託者）が規定に基づき信託財産のお支払い
の請求に応じたことにより、委託者およびその他の第三者に損害が生じた場合、当行（受託者）は、
故意または重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。また、手続代理人によるお受取金
の利用には、税理士等に税務上の取り扱いのご確認が必要になる場合もあります。

（６）任意後見制度をご利用の場合で、委託者の任意後見人が受託者の当行（受託者）に対して手続き
をお申し出いただく場合、手続代理人とは異なり、委託者の任意後見人として、一時払い、ねんき
ん受取機能、防犯あんしん機能をご利用いただけます。なお、委託者が締結した任意後見契約の
内容により、ご利用いただける機能や中途解約等の取扱いが異なります。

（７）法定後見制度をご利用の場合で、家庭裁判所によって選ばれた委託者の成年後見人が当行（受託
者）に対して手続きをお申し出いただく場合、ご請求に基づく支払い、または中途解約等に応じる

反社会的勢力
との取引拒絶

受託者の商号
本店所在地

指定紛争解決
機関

　　 ことになります。
（８）委託者が死亡した場合には、本信託は相続手続きの対象になります。
（９）公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
（１０）   当行（受託者）所定の審査により受託できない場合があります。

当行（受託者）は、次の（１）から（４）の一つにでも該当し、お取引の開始および継続することが不適
切である場合には、お申込みの謝絶、または本信託の全部の解約ができます。

（１）委託者が信託申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
（２）委託者、受益者、手続代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、次のいずれかに該当すると
　　 認められる場合
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④ 暴力団準構成員
⑤ 暴力団関係企業
⑥ 総会屋
⑦ 社会運動等標ぼうゴロ
⑧ 特殊知能暴力集団
⑨ その他これらに準ずる者
⑩ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑪ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑫ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする

など、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
⑬ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維

持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
⑭ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有する

こと
⑮ 親会社、子会社（いずれも会社法の定義による、以下同じ。）または自らが契約当事者となってい

る契約等の履行のために再委託する第三者が前号の⑩～⑭に該当すること
⑯ 前記①～⑨に該当する者の親・子等でその活動に少しでも関与している者

（３）委託者、受益者、手続代理人、同意者、その他信託契約の関係者が、自らまたは第三者を利用し
て次のいずれかに該当する行為をした場合

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行（受託者）の信用を毀損し、または当行（受託

者）の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

（４）本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令に抵触する取引に利用
され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合

株式会社足利銀行　　〒 320-8610 栃木県宇都宮市桜 4 丁目 1-25

一般社団法人信託協会信託相談所
（一般電話から）0120-817-335 　（携帯電話から） 03-6206-3988

（2025 年 5 月現在）
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